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入 札 公 告 

 

次のとおり一般競争に付します。 

令和 8年 2月 19 日 

国民年金基金連合会 

契約担当役 

常務理事 鯨井 佳則 

 

1. 調達内容 

(1) 件名 

確定拠出年金法等の一部改正に伴う資金等の借入（令和 7 年度分） 

(2)  資金使途 

個人型確定拠出年金事業の運営資金の一部 

(3)  借入予定額 

1,325,322,000 円以内 

ただし、厚生労働大臣の認可を受けた額以内 

(4) 入札方法 

入札利率は、基準金利に上乗せする利率(以下「スプレッド」という。)とする。 

基準金利は、借入日における東京銀行間取引金利（TIBOR）とし、スプレッドに 

ついては、小数第 3 位まで(0.001%単位)とする。 

なお、入札書記載に際しては、「＋」又は「－」を必ず記入すること。 

 

2. 入札参加資格 

(1)  財務省が公表している直近の「国債に係る入札参加者一覧」に登載されている

銀行。 

(2) 予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しない者であること。（なお、未成年者、被

保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者については、

同条中、特別の理由がある場合に該当する。） 

(3) 予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しない者であること。 

(4) 提出書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

(5) 経営の状況または信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。  

(6） その他、契約担当役が定める資格を有する者であること。 

 

3. 入札手続き等 

(1) 入札説明書の交付 

① 交付場所および問い合わせ先 

東京都港区六本木 6-1-21 三井住友銀行六本木ビル 5 階 
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国民年金基金連合会総務部経理課 渡辺、髙橋 

電話：03-5411-0211 

メールアドレス：chotatsu@npfa.or.jp 

※上記メールアドレスの使用は、入札公告又は入札説明書で示した用途に限るもの

とし、その他の用途で使用しないこと。 

② 交付期間 

令和 8年 2月 19 日（木）～令和 8年 3月 6 日（金） 

③ 入札説明書の交付方法 

本公告の日より手交、又は、電子メールにより交付する。電子メール希望者は上記

メールアドレスに連絡すること。 

(2)  借入金要領等の交付 

 ① 交付場所および問い合わせ先 

3．（1）①と同様とする。 

② 交付期間 

    3．（1）②と同様とする。 

③ 借入金要領等（機密情報資料を含む）の交付方法 

本入札資料の中にある「守秘義務に関する誓約書」（別添 7）を提出した者に対

して、本公告の日より手交、又は、電子メールにより交付する。「守秘義務に関す

る誓約書」は、電子メール又は手交にて受付する。 

(3) 参加申請書等の提出 

① 提出できる者の条件 

参加申請書を提出する時点で上記 2.の入札参加資格の条件を満たす者 

② 参加申請書等の提出期限 

令和 8年 3月 6日（金）正午 

③ 提出方法 

郵送、電子メール、その他の方法による。 

※入札説明書を受領後、入札への参加を見合わせる場合は、本入札資料の中にある

「国民年金基金連合会 入札不参加届（兼調達に関するアンケート）」を参加申

請書等の提出期限までに電子メールにて提出すること。 

(4) 入札の執行 

① 日時 

令和 8年 3月 9日（月） 

② 場所 

東京都港区六本木 6-1-21 三井住友銀行六本木ビル 

国民年金基金連合会 会議室 

 

4. その他 
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(1) 契約手続において使用する言語および通貨 

日本語および日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金および契約保証金 

免除 

(3) 入札参加資格の審査  

入札参加資格の有無は当連合会において審査するものとし、資格を有しないと判断

された者に対しては、当連合会から令和 8年 3月 6 日（金）17時までにその旨を連絡す

ることとする。なお、参加表明した者は、開札日の前日までの間に参加申請書等関係書

類について契約担当役から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

(4) 入札の無効  

本公告に示した入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務

を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した入札は無効とする。 

(5) 契約書作成の要否 

要 

(6) 落札者の決定方法  

本公告に示した取引を実施できると契約担当役が判断した資料を添付して入札書を

提出した入札者であって、国民年金基金連合会財務及び会計規程に基づき、予定利率の

範囲内で最低利率をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者

により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又は

その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著し

く不適当であると認められるときは、予定利率の範囲内の利率をもって入札した他の者

のうち最低の利率を表示した者を落札者とすることがある。 

(7) 手続きにおける交渉の有無 

無 

(8) その他 

詳細は入札説明書による。 


